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特定健康診査等の実施に関する協力依頼について（依頼） 

 

 

 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」

という。）に基づき、平成２０年４月から、医療保険者は４０歳以上の加入者に対し、糖尿

病等の生活習慣病に着目した健康診査及び保健指導(以下それぞれ「特定健康診査」又は「特

定保健指導」といい、総称して「特定健康診査等」という。）を実施することが義務付けら

れました。 

 高齢者医療確保法において、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他の法令

に基づく健康診断を受診した者又は受診できる者については、それらの健康診断を受診し、

その結果を医療保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったもの

とすることとされており、定期健康診断の実施者である事業者の皆様におかれましては、

当該定期健康診断の結果等の迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・協力によ

る事務処理が必要になると考えられるところです。 

 つきましては、別紙のとおり、想定される医療保険者と協力いただくべき事項をお知ら

せいたしますので、その趣旨につきまして御理解の上、積極的に御協力いただくとともに、

貴下会員その他関係機関等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。 
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http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-53/hor1-53-24-1-6.pdf

